
石狩市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の 
一部改正（介護職員等ベースアップ等支援加算の新設）について 

  
１．改正趣旨 
 

介護予防・日常生活支援総合事業のサービスのうち、指定事業者により提供さ
れるサービスの単価は、国が定める単価を参考として、市町村が定めることにな
っている。 

介護・障害福祉職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のため
の経済対策」を踏まえ、令和４年 10 月以降について臨時の報酬改定を行い、収
入を３％程度（月額平均 9,000 円相当）引き上げるための措置を講じることとな
り、令和４年４月 14 日付で、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関
する基準等の一部を改正する告示」（令和４年厚生労働省告示第 161 号）が交付
され、令和４年 10 月１日から施行されます。 

本告示により、介護予防・日常生活支援総合事業の国が定める単価が一部改正
されたのに倣い、石狩市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の一部を改正
し、加算の新設を行う。 

 
２．改正内容（案） 
 
（１）石狩市訪問介護相当サービス費：介護職員等ベースアップ等支援加算（新設） 

 
・基本報酬及び事業所の体制により算定できる加算（介護職員処遇改善加算、

介護職員等特定処遇改善加算を除く）を加えた単位数の1000分の24に相当
する単位数を所定単位数に加算する。 
 

（２）石狩市通所介護相当サービス費：介護職員等ベースアップ等支援加算（新設） 
 

・基本報酬及び事業所の体制により算定できる加算（介護職員処遇改善加算、
介護職員等特定処遇改善加算を除く）を加えた単位数の1000分の11に相当
する単位数を所定単位数に加算する。 
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〇処遇改善に係る加算全体のイメージ（令和４年度改定後）（厚生労働省資料） 


